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第１ 廃棄物の定義等 

 

１ 法の制定 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）が制

定されるまでは、防疫上の観点から公衆衛生の向上を図ることを目的とした清掃法（昭和 29 年法律第 72

号）に基づき、主に汚物等の処理が行われてきました。 

しかしながら、高度経済成長期で飛躍的に発展した産業活動に伴い排出される廃棄物等が地球環境や

人の健康に大きな影響を及ぼすようになり、昭和 45 年の公害国会（第 64 回臨時国会）において、清掃

法を全面的に改正する廃棄物処理法が制定されました。 

 

 

２ 法の位置付け 

廃棄物処理法は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律

第 110号）の下に位置付けられており、その下に各種リサイクル法が制定されています。 

 

 

図表１ 廃棄物処理法の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源有効利用促進法（平成 14年法律第１号） 

①再生資源のリサイクル 
②リサイクル容易な構造・材料等の工夫 
③分別回収のための表示 
④副産物の有効利用の促進 

循環型社会形成推進基本法（平成 12年法律第 110号、基本的枠組み法） 
循環型社会の形成に係る基本原則等を規定（発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分） 

環境基本法（平成５年法律第 91号） 
環境の保全に係る基本理念等を規定 

 自動車リサイクル法（平成 14年法律第 87号）  使用済自動車の引取、再資源化等 
 

 食品リサイクル法（平成 12年法律第 116号）   食品廃棄物の再生利用等 
 

 建設リサイクル法（平成 12年法律第 104号）   建築物の分別解体、再資源化等 
 

 家電リサイクル法（平成 10年法律第 97号）   廃家電の引取、再商品化等 

 容器包装リサイクル法（平成７年法律第 112号） 容器包装の分別収集、再商品化等 

廃棄物処理法（昭和 45年法律第 137号） 

①廃棄物の排出抑制及び適正処理 
②廃棄物処理施設の設置規則 
③廃棄物処理業者に対する規制 
④廃棄物処理基準の設定 等 

 小型家電リサイクル法（平成 24年法律第 57号） 使用済小型電子機器の再資源化等 
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３ 法の目的 

廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を通じて

生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

（法第１条） 

 

 

４ 法体系 

廃棄物処理法の法体系は、法律を頂点として、政令（施行令等）、省令（施行規則等）の三段階で構

成されており、法律に基本原則を定め、政令や省令に詳細な内容を定めています。 

また、これらの下に告示や通知があり、法の趣旨に沿った適正処理に必要となる具体的な処理手法や

運用方法が示されています。 

  なお、地方公共団体（都道府県又は政令市）においては、条例や規則、要綱、要領、通知等により、独

自の適正処理等に係る規定を定めています。 

 

 

図表２ 廃棄物処理法の法体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の規定を受け、地方公共団体が

別途規定する場合があります。 

【国】 

官報に掲載 
政令 

省令 

法律 

告示 

通知 

施行令等 

施行規則等 

処理方法等 

運用方法等 

【地方公共団体】 

市報等に

掲載 

条例 

規則 

要綱、要領、通知等 
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５ 廃棄物の定義 

 

⑴ 一般廃棄物と産業廃棄物 

廃棄物とは、ごみ、汚泥、ふん尿などの汚物又は自ら利用したり他人に有償売却できない不要物で

あって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）とされており、

発生形態や性状の違いから一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、産業廃棄物に該当しないものは全て

一般廃棄物となります。 

また、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を 

有するものは、それぞれ特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類されます。（法第２条第１

～５項） 

 

 

図表３ 一般廃棄物と産業廃棄物の分類① 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 一般廃棄物と産業廃棄物の分類② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、次に掲げるものは、固形状又は液状であっても廃棄物に該当しません。 

① 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの 

② 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近に  

おいて排出したもの 

③ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

一般廃棄物（産業廃棄物以外の廃棄物） 

 

排ガスなどの気体

状のものは廃棄物

に該当しません。 
産業廃棄物（燃え殻、汚泥など 20種類） 

廃棄物 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

特別管理産業廃棄物（爆発性、毒性、感染性など） 

事業活動に伴って

発生する廃棄物 

一般家庭から発生

する廃棄物 

特別管理一般廃棄物（爆発性、毒性、感染性など） 

事業活動に伴わず

発生する廃棄物 

（災害等） 

※ 事業系一般廃棄物 

※ 事業系一般廃棄物の例 

 ・ オフィス等から排出される紙くず、木くずなど 

 ・ 飲食店等から排出される残飯、厨芥類など 

 ・ 小売店等から排出される野菜くず、魚介類など 
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⑵ 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類 

産業廃棄物は、図表６（Ｐ5～6）に示す燃え殻、汚泥など 20 種類に分類されたものと輸入された廃

棄物（航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。）をいい、民間の工場、事務所、商店などの営利目的の事

業活動に伴い排出されるものや、水道事業などの公共の事業活動に伴い排出されるものも含んでいま

す。 

これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、２種類以上の産業廃棄物の混合物と  

みなします。例えば、洗車スラッジは廃油と汚泥の混合物とみなします。 

事業活動に伴って生じた廃棄物でも、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、

「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」については、指定業種以外の事業所から

排出された場合は一般廃棄物となります。 

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれが

ある性状を有するものは、図表７及び図表８（Ｐ7～8）に示す特別管理産業廃棄物に分類され、その

取扱いには格別の注意が必要であり、処理方法などが厳しく定められています。 

また、排出事業者が自ら利用したり他人に有償売却できるものは、原則、廃棄物ではありません。 

なお、廃棄物であるのか、廃棄物であれば、一般廃棄物なのか産業廃棄物なのかを判断する際には、

次の図表５を参考にしてください。 

 

図表５ 廃棄物判断フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 有害使用済機器とは、エアコンなど、施行令第 16 条の２に定めるもの（32 品目）であって、使用を終了して収集さ

れたものをいい、廃棄物処理法において保管や処分等に係る規制が行われています。 

一般廃棄物 

廃棄物処理法が適用 

されますか？ 

ＮＯ 

廃棄物処理法の適用除外となるもの 
○自ら利用・有価物 
（利用用途に応じた品質、計画的な利用、
適切な品質管理などから総合的に判断して
廃棄物と認められない場合。ただし、有害
使用済機器※を除く。） 

○気体状のもの、放射性物質及び汚染物 
○河川等のしゅんせつ物、土砂など 

事業活動に伴って排出

された廃棄物ですか？ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

事業活動に該当しないもの 

○一般家庭から排出されるもの 

○自然災害によって排出されるもの 
ＹＥＳ 

廃棄物の種類は図表６（Ｐ5～6）に示す 20種

類のいずれかに該当しますか？ 

ＹＥＳ 

ＮＯ ＹＥＳ 

指定業種から排出された廃棄物ですか？ 

産業廃棄物 

ＮＯ 

事業系一般廃棄物 

廃棄物は業種指定のある廃棄物ですか？ 

（紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系 

固形不要物、動物のふん尿、動物の死体） 

ＹＥＳ 

ＮＯ 
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図表６ 産業廃棄物の種類（法第２条、施行令第２条、第２条の２、第２条の３） 
種 類 内 容 具体例 

燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残

灰、炉清掃排出物等 

廃棄物焼却灰、灰かす、石炭がら、コークス

灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物等 

汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造

業の製造工程において生ずる泥状のものであって、

有機性及び無機性のすべてのもの 

①有機性汚泥 

下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥、 

製紙スラッジ、活性汚泥等 

②無機性汚泥 

めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト

汚泥、石灰かす、活性炭かす、廃脱硫剤等 

廃油 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃

油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤

類、廃可塑剤類、燃料油系廃油、タンカー洗

浄排水、タールピッチ類、印刷インキかす等 

廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべて

の酸性廃液（中和処理した場合に生ずる沈でん物は

汚泥として取り扱う。） 

硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、酢酸、クエン

酸、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、 

染色廃液、写真漂白廃液等 

廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液

（中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として

取り扱う。） 

石灰廃液、アルカリ性めっき廃液、金属せっ

けん廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、 

写真現像廃液、か性ソーダ廃液等 

廃プラスチック

類 

合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべて

の廃プラスチック類 

廃ポリウレタン、廃ベークライト（プリント

基盤等）、廃スチロール（発泡スチロールを

含む。）、廃農業用フィルム、各種合成樹脂

系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材

（タイル、断熱材、合成木材、防音材等）、

合成繊維くず（ナイロン、ポリエステル、ア

クリル等で混紡も含む。）、廃ポリ容器類、

電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングく

ず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等 

紙くず 

【業種指定】 

①建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去

に伴って生じたものに限る。） 

②パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業（新聞巻取

紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）に係

るもの 

③出版業（印刷出版を行うものに限る。）に係るも

の 

④製本業及び印刷物加工業に係るもの 

⑤ＰＣＢが塗布され、又は染み込んだもの 

①建材の包装紙、板紙、建設現場から排出さ

れる紙くず等 

②パルプ、紙、紙加工品製造業等に係る印刷

くず、製本くず、板紙、裁断くず、旧ノー

カーボン紙等  

木くず 

【業種指定】 

①建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去

に伴って生じたものに限る。） 

②木材又は木製品製造業（家具の製造業を含む。）

に係るもの 

③パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業

に係るもの 

④貨物の流通のために使用したパレット（パレット

への貨物の積付けのために使用したこん包用の木

材を含む。） 

⑤ＰＣＢが染み込んだもの 

①建設業に係る建物、橋、電柱、工事現場、 

飯場小屋の廃木材等（工事箇所から発生す

る伐採材や伐根を含む。） 

②木材、木製品製造業、パルプ製造業等に係

る廃木材、おがくず、バーク類等 

③リース物品（家具・器具類等）に係る木く

ず、こん包材くず、木製パレット等 

繊維くず 

【業種指定】 

①建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去

に伴って生じたものに限る。） 

②繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除

く。）に係る天然繊維くず（合成繊維くずは廃プ

ラスチック類） 

③ＰＣＢが染み込んだもの 

①建設現場から排出される繊維くず、ロープ 

 等 

②畳、じゅうたん、木綿くず、綿くず、羊毛 

くず、麻くず、糸くず、布くず、不良く

ず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨン

くず等 

動植物性残さ 

【業種指定】 

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業におい

て原料として使用した動物又は植物に係る固形状の

不要物（魚市場、飲食店等から排出される動植物性

残さや厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄

物） 

①動物性残さ 

魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルか

す、うらごしかす、缶づめ・瓶づめ不良

品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら等 

②植物性残さ 

ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、

酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、

でんぷんかす、豆腐かす、茶かす、米・麦

粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜く

ず、薬草かす、油かす等 
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種 類 内 容 具体例 

動物系固形不要

物 

【業種指定】 

と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥

処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場に

おいて処理した食鳥 

ゴムくず 天然ゴムくず（合成ゴムくずは廃プラスチック類） 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布く

ず（廃タイヤは合成ゴムであるため、廃プラ

スチック類に該当する。） 

金属くず  鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタ

ンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄

粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、

半田かす、溶接かす等 

ガラスくず、コ

ンクリートくず

及び陶磁器くず 

コンクリートくずについては、工作物の新築、改築又

は除去に伴って生じたものを除く（がれき類に該当す

る。） 

①ガラスくず 

廃空びん類、板ガラスくず、破損ガラス、

アンプルロス、ガラス繊維くず、カレット

くず、ガラス粉、ロックウールくず等 

②コンクリートくず 

製品の製造過程等で生ずるコンクリート 

ブロックくず、インターロッキングくず等 

③陶磁器くず 

土器くず、陶器くず、石器くず、磁器  

くず、レンガくず、断熱レンガくず、石膏

型、レンガ破片、瓦破片等 

④廃石膏ボード 

鉱さい  スラグ（高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さ

い）、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、

不良石炭、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラス

ト廃砂（塗料かす等を含むものを除く。）等 

がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリ

ート破片、その他これに類する不要物（もっぱら土地

造成の目的となる土砂に準じたものを除く。） 

コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破

片、瓦破片、アスファルトがら、廃スレート

等 

動物のふん尿 

【業種指定】 

畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひ

る、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛

皮獣等のふん尿等 

動物の死体 

【業種指定】 

畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物の死体 同上の家畜の死体 

ばいじん 大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生 

施設、ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に

規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず（Ｐ

ＣＢが塗布され、又は染み込んだもの）、木くず（Ｐ

ＣＢが染み込んだもの）、繊維くず（ＰＣＢが染み込

んだもの）若しくは金属くず（ＰＣＢが付着し、又は

封入されたもの）の焼却施設において発生するばいじ

んであって、集じん施設によって集められたもの 

電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター 

捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 

産業廃棄物処理

物 

産業廃棄物を処分するために処理したものであって、

前各欄に該当しないもの（法施行令第２条第 13 号に

規定する産業廃棄物） 

有害汚泥のコンクリート固型化物、化製場で

の化製処理により発生した廃肉骨粉 

輸入された廃棄

物 

航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く 輸入された廃棄物 

※１ 航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生

じたごみ、し尿その他の廃棄物をいいます。 

 ２ 携帯廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が

携帯するものをいいます。 

 ３ 上記に規定する産業廃棄物のうち、石綿を重量比で 0.1％を超えて含むものは「石綿含有産業廃棄物」として処理

する必要があります。 

 ４ 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであ

って、環境省令で定めるものは「水銀使用製品産業廃棄物」として処理する必要があります。 

 ５ 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀（水銀化合物に含まれる水銀を含む。）を 15 ㎎/kg を超えて含有するばい

じん、燃え殻、汚泥、鉱さい及び水銀（水銀化合物に含まれる水銀を含む。）を 15mg/L を超えて含有する廃酸、廃

アルカリは「水銀含有ばいじん等」として処理する必要があります。 
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図表７ 特別管理産業廃棄物の種類（施行令第２条の４） 
種 類 具 体 例 

廃油（燃焼しにくい

ものを除く） 

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 

（参考）引火点 70℃未満の廃油 

廃酸（著しい腐食性

を有するもの） 

水素イオン濃度指数（pH）2.0以下の酸性廃液 

廃アルカリ（著しい

腐食性を有するも

の） 

水素イオン濃度指数（pH）12.5以上のアルカリ性廃液 

感染性産業廃棄物 感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はそのおそれのある廃棄物であって、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等の産業廃

棄物（血液の付着した注射針、採血管等） 

＜排出元となる施設＞ 

病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設、試験研

究機関（医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの）等 

ばいじん又は燃え殻

及びこれらを処分す

るために処理したも

の 

①輸入された廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集めら

れたもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

②ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第１第５号に掲げる施設において輸入された廃棄物

の焼却に伴い発生するものであって、ダイオキシン類の含有量が１gにつき３ngを超えるもの 

汚泥及び当該汚泥を

処分するために処理

したもの 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第１第５号に掲げる施設において輸入された廃棄物の

焼却に伴い発生するものであって、ダイオキシン類の含有量が１gにつき３ngを超えるもの 

輸入されたばいじん 集じん施設によって集められたもの 

輸入された燃え殻 ダイオキシン類の含有量が１gにつき３ngを超えるもの 

輸入された汚泥 ダイオキシン類の含有量が１gにつき３ngを超えるもの 

※１ 紙おむつ・ガーゼ等については、感染性一般廃棄物となります。（紙くずや繊維くずには業種指定があり、病院等は

これに該当しないため。） 

２ ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第１第５号に掲げる施設とは、廃棄物焼却炉であって、火床面積（廃棄物

の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの火床面積の合計）が 0.5 ㎡以上又は焼却能力

（廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの焼却能力の合計）が１時間当たり

50kg以上のものをいいます。 
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図表８ 特別管理産業廃棄物のうち、特定有害産業廃棄物の種類（施行令第２条の４） 
種 類 具 体 例 

廃ＰＣＢ等 廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 

ＰＣＢ汚染物 ①ＰＣＢが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず 
②ＰＣＢが塗布された紙くず 
③ＰＣＢが付着した廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 
④ＰＣＢが封入された廃プラスチック類、金属くず 

ＰＣＢ処理物 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ汚染物を処分するために処理したもの 
①廃油の場合、ＰＣＢが試料１kgにつき 0.5mgを超えるもの 
②廃酸又は廃アルカリの場合、ＰＣＢが試料１Lにつき 0.03mgを超えるもの 
③廃プラスチック類又は金属くずの場合、ＰＣＢが付着している、又は封入されているもの 
④陶磁器くずの場合、ＰＣＢが付着しているもの 
⑤上記以外の場合、ＰＣＢが検液１Lにつき 0.003mgを超えるもの 

廃水銀等 ①特定の施設において生じた廃水銀等（水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入され
た廃水銀等を除く。） 

②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となっ
たものから回収した廃水銀 

③廃水銀等を処分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

指定下水汚泥及び当該指定
下水汚泥を処分するために
処理したもの 

アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、シアン化
合物、ＰＣＢ、揮発性有機化合物（12 物質）、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレ
ン又はダイオキシン類（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

鉱さい及び当該鉱さいを処
分するために処理したもの 

アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素又はセレン（環境省令で定め
る基準に適合しないものに限る。） 

廃石綿等 
 
関連事業は、建設、解体、
造船、機械修理など 

廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、 
①石綿建材除去事業（建築物その他の工作物に用いられる材料であって、石綿を吹き付けら
れ、又は含むものの除去を行う事業をいう。）に係るもの（輸入されたものを除く。） 

②大気汚染防止法第２条第 11 項に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの（輸入 
されたものを除く。） 

③輸入されたもの 
のいずれかであって、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定める次のもの 

○建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）に用いられる材料であって、石綿
を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿 

○建築物等に用いられる材料であって、石綿を含むもののうち、石綿建材除去事業により
除去された石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、人の接触、気流及び振
動等により前記と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆
材 

○石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、
作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの 

○特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設
によって集められたもの（輸入されたものを除く。） 

○特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄
された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着し
ているおそれのあるもの（輸入されたものを除く。） 

○石綿であって、集じん施設によって集められたもの（事業活動に伴って生じたものであ
って、輸入されたものに限る。） 

○廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付
着しているおそれのあるもの（事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたもの
に限る。） 

ばいじん又は燃え殻及びこ
れらを処分するために処理
したもの 

アルキル水銀、水銀及び 1,4-ジオキサン（ばいじんのみ）並びにカドミウム、鉛、六価クロ
ム化合物、砒素、セレン又はダイオキシン類（環境省令で定める基準に適合しないものに限
る。） 

廃油及び当該廃油を処分す
るために処理したもの 

揮発性有機化合物（12物質）（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

汚泥、廃酸又は廃アルカリ
及びこれらを処分するため
に処理したもの 

アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、シアン化
合物、ＰＣＢ、揮発性有機化合物（12 物質）、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレ
ン又はダイオキシン類（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

※１ 特定有害産業廃棄物のうち、有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ（国内において生じたも
の）及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの並びに廃油（廃溶剤に限り、国内において生じたもの）及び当
該廃油を処分するために処理したものについては、特定の施設等から排出されたものに限られています。 

 ２ 揮発性有機化合物（12 物質）とは、①トリクロロエチレン、②テトラクロロエチレン、③ジクロロメタン、④四塩化
炭素、⑤1,2-ジクロロエタン、⑥1,1-ジクロロエチレン、⑦シス-1,2-ジクロロエチレン、⑧1,1,1-トリクロロエタン、
⑨1,1,2-トリクロロエタン、⑩1,3-ジクロロプロペン、⑪ベンゼン、⑫1,4-ジオキサンをいいます。 

 ３ 有害物質を含む特別管理産業廃棄物の判定基準については、Ｐ37図表 36を参照してください。 
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⑶ 石綿（アスベスト）を含有する産業廃棄物 

石綿（アスベスト）を含有する産業廃棄物は、図表９のとおり特別管理産業廃棄物（廃石綿等）と

産業廃棄物に分類され、産業廃棄物のうち石綿含有量（重量比）が 0.1％を超えるものは「石綿含有産

業廃棄物」と規定されており、図表 10に示す処理基準に従って適正に処理する必要があります。 

 

図表９ 石綿を含有する産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10 石綿を含有する産業廃棄物の処理基準 

区 分 石綿含有量 
特別管理産業廃

棄物の処理基準 

石綿含有産業廃

棄物の処理基準 

産業廃棄物の

処理基準 

廃石綿等 ※基準なし ○ － － 

石綿含有産業廃棄物 0.1％超 － ○ ○ 

上記以外で石綿を含有するもの － － － ○ 

※ 含有量の基準はなく、施行規則第１条の２第９項に該当するものが廃石綿等（Ｐ8）となります。 

 

⑷ 水銀を含有する産業廃棄物 

水銀を含有する産業廃棄物は、図表 11 のとおり分類され、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理

基準に加え、それぞれの処理基準（Ｐ40 図表 39）に従って適正に処理する必要があります。 

 

図表 11 水銀を含有する産業廃棄物 

廃金属水銀等 水銀汚染物 水銀使用製品産業廃棄物 

特別管理産業廃棄物 産業廃棄物 

①廃水銀等 
②水銀を含む 

特別管理産業廃棄物 
③水銀含有ばいじん等 

④水銀使用製品 

産業廃棄物 

・特定の施設において

生じた廃水銀又は廃

水銀化合物 

・水銀若しくはその化

合物が含まれている

物又は水銀使用製品

が産業廃棄物となっ

たものから回収した

廃水銀 

特定の施設から排出さ

れるものであって、水

銀の溶出量が判定基準

を超過するもの 

・ばいじん、燃え殻、汚

泥又は鉱さいのうち、

水銀を 15 ㎎/kg を超

えて含有するもの 

・廃酸又は廃アルカリの

うち、水銀を 15 ㎎/L

を超えて含有するもの 

水銀を使用した製品が

産業廃棄物となったも

のであって、環境省令

で定めるもの（図表

12） 

 

廃石綿等 

（飛散性のあるもの） 

【特別管理産業廃棄物の処理基準】 

石綿含有産業廃棄物 

（石綿含有量が 0.1％を超えるもの） 

【石綿含有産業廃棄物の処理基準】 

水銀回収義務があるものについては、Ｐ40図表39を参照してください。 

石綿を含有する産業廃棄物 

【産業廃棄物の処理基準】 
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図表 12 水銀使用製品産業廃棄物の定義 

水銀使用製品産業廃棄物とは、以下の①～③に該当する製品が産業廃棄物となったものをいいます。 

① 水銀使用製品のうち、下表の１～43に掲げるもの 

② ①を材料又は部品として組み込む水銀使用製品（下表に●印のあるものに係るものを除く。） 

③ ①及び②のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品 

 製品名 組込  製品名 組込 

１ 水銀電池  23 

放電管（水銀が目視で確認できるものに

限り、放電ランプ（蛍光ランプ及びＨＩ

Ｄランプを含む。）を除く。） 

● 

２ 空気亜鉛電池  24 水銀抵抗原器  

３ 
スイッチ及びリレー（水銀が目視で確

認できるものに限る。） 
● 25 差圧式流量計  

４ 
蛍光ランプ（冷陰極蛍光ランプ及び外

部電極蛍光ランプを含む。） 
● 26 傾斜計  

５ ＨＩＤランプ（高輝度放電ランプ） ● 27 水銀圧入法測定装置  

６ 
放電ランプ（蛍光ランプ及びＨＩＤラ

ンプを除く。） 
● 28 周波数標準機 ● 

７ 農薬  29 
ガス分析計（水銀等を標準物資とする

ものを除く。） 
 

８ 気圧計  30 容積形力計  

９ 湿度計  31 滴下水銀電極  

10 液柱形圧力計  32 参照電極  

11 
弾性圧力計（ダイアフラム式のものに

限る。） 
● 33 

水銀等ガス発生器（内蔵した水銀等を加熱

又は還元して気化するものに限る。） 
 

12 
圧力伝送器（ダイアフラム式のものに

限る。） 
● 34 握力計  

13 真空計 ● 35 医薬品  

14 ガラス製温度計  36 水銀の製剤  

15 水銀充満圧力式温度計 ● 37 塩化第一水銀の製剤  

16 水銀体温計  38 塩化第二水銀の製剤  

17 水銀式血圧計  39 よう化第二水銀の製剤  

18 温度定点セル  40 硝酸第一水銀の製剤  

19 顔料 ●※ 41 硝酸第二水銀の製剤  

20 
ボイラ（二流体サイクルに用いられる

ものに限る。） 
 42 チオシアン酸第二水銀の製剤  

21 灯台の回転装置  43 酢酸フェニル水銀の製剤  

22 水銀トリム・ヒール調整装置   

※ 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り●印に該当する。 


